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第２章 基本理念・基本目標を実現するための平成23年度施策・事業の概要 

 

１ 心身の健康を大切にした教育の推進 

（１）生活習慣の改善 

 子どもが健やかに成長する上で、健康の三原則である「バランスのとれた食事」「十な休養と睡

眠」「適度な運動」が生活習慣として確立していることが大切です。 

 これまでの活動によって学校等では独自の取組が推進されつつあります。今後も、学校・家庭・

地域の連携を深めながら、望ましい生活習慣の確立に取り組みます。 

     

 （ア）望ましい生活習慣の確立 

  ① 主な事務事業 

事務事業名 事 業 内 容 予算額（千円）

乳幼児期からの生活習慣

づくり事業 

（健康づくり推進室) 

 「乳幼児期からの生活習慣づくり」充実モデル事業・

「子どもの食育・生活習慣づくり」推進フォーラム・啓

発資料の作成などにより、家庭・学校・地域が一体とな

った普及啓発を図ります。 

1,960

(P14 に再掲)

健康教育推進事業 

（健康づくり推進室） 

 養護教諭、保健主事を対象とした研修及び健康教育等

の優れた取組を行った学校等を表彰することにより、健

康教育を推進します。また、子どもの健康を守る地域専

門家総合連携事業により、学校に専門医を派遣したり、

専門医がアドバイザーとして相談を行ったりするなど学

校の健康相談の充実を図ります。 

6,399

児童生徒の健康管理実

施事業 

（健康づくり推進室） 

 県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱

するとともに、県立学校の児童生徒の健康診断等を実施

し、健康の保持増進を図ります。また、心や体に悩みを

もった児童生徒が増加している現状から医師等専門家の

協力を得て、健康相談事業（心と性の健康相談）を全て

の県立学校で実施します。 

74,092

健康教育に関する推進

地域・指定校 

（健康づくり推進室） 

 健康教育に関する推進地域・指定校（歯・口の健康つ

くり推進指定校）の成果を普及します。また、優良学校

の募集を通して、児童生徒の健康的なライフスタイルの

実現に努めます｡ 

       －

   

② 保健・安全教育の充実 

  （あ）保健・安全教育については、学校行事等とのかかわりを重視し、保健学習との関連を図りな

がら、児童生徒の発達段階を考慮して学校教育活動全体を通じて、計画的・継続的に実施しま

す｡ 

  （い）現代的な健康課題等を具体的に取り上げたり、健康・安全に関する科学的な思考力や判断力

を養う指導方法を工夫したりすることにより、意志決定能力や行動選択能力を高めます。 
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（う）心や体の悩みをもつ児童生徒の個別指導の充実と、健康な生活に向けての豊かな心づくりを、

学級活動等を通じて進めます。また、児童生徒が好ましいライフスタイルを身につけるように

努めます｡ 

  （え）エイズ教育・性に関する教育は、人間関係力やコミュニケーション能力の育成を基盤とし、

各教科、道徳、特別活動等を有機的に関連づけて、計画的・継続的・組織的に指導します。      

特に、児童生徒の実態や発達段階を考慮し、校内外の連携を図りながら指導計画づくりと効

果的な指導実践に努めます｡ 

  （お）保健主事が中心となり、学校・家庭・地域及び関係機関団体と密接な連携を図りながら、児

童生徒の健康増進や健康課題解決をめざす学校保健委員会の充実に努めます。 

  （か）具体性、実効性のある「学校保健計画」「学校安全計画｣の作成と着実な実践に努めます｡ 

  （き）学校医、学校歯科医、学校薬剤師の各団体及び学校保健会等との密接な連携により、保健・

安全指導の推進を図ります｡ 

  （く）「しまねっ子元気プラン」に基づいて、学校・家庭・地域の関係機関・県が連携し、児童生

徒の健康課題の解決及び基本的生活習慣の確立を図ります。 

 

③ 保健・安全管理の充実 

  （あ）定期及び臨時の健康診断や日常の健康観察により、適切な健康相談や事後指導を行うよう努

めます。また、児童生徒が主体的に健康管理に努めるよう指導の充実を図ります｡ 

（い）学校の施設設備、通学路等についての適切な安全点検や環境衛生検査を、定期的にはもちろ 

ん、日常的にも実施します。また、その事後措置の徹底を図り、安全で衛生的な教育環境づく 

りに努めます｡ 

  （う）学校プールの事故を防止するために、プール管理研修を開催したり、学校プール管理マニュ

アル等を活用したりすることにより、学校プールの安全管理及び衛生管理の徹底を図ります。 

（え）学校における救急体制を確立し、緊急時に適切な対応ができるように努めます。また、緊急

連絡体制の整備に努めます｡ 

 

  ④ 教職員研修の充実 

       ｢島根県教職員研修計画｣に基づき、健康教育担当教員、保健主事、養護教諭等を対象にした

研修会を開催します。また、中央で開催される各種の研修会等への派遣を行います｡ 

    

  ⑤ 調査研究の推進 

（あ）学校保健、学校歯科保健、学校安全優良学校等を育成するなど、各学校の自主的研究活動を

育成します。 

（い）健康教育（学校保健、学校安全等）に関する調査を実施し、健康教育の状況を把握し、学校

運営や指導に資するようにします。 

 

（イ）食育の充実 

  ① 主な事務事業 

事務事業名 事 業 内 容 予算額（千円）

食育推進事業 

（健康づくり推進室） 

 小・中学校、県立学校の教諭等を対象とした「食育推進

研修」を実施するとともに、栄養教諭を対象とした研修を

1,579
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実施し、その資質の向上を図ることで、食育の推進を図り

ます。  

学校給食指導事業 

（健康づくり推進室)

 栄養教諭・学校栄養職員を対象とした研修を実施すると

ともに、学校給食において優れた取組を行っている幼稚

園・学校等を表彰することにより、安全でおいしい学校給

食の提供を図ります。 

134

 

 

 

    ② 食に関する指導の充実 

  （あ）栄養のアンバランス、孤食、肥満、極端な痩身志向など、子どもの食を取り巻く問題は、喫

緊の教育課題であることを踏まえ、教育活動全体を通した「食に関する指導」の充実を図りま

す。 

  （い）食育担当者を校務分掌に明記し、具体性、実効性のある「食に関する指導の全体計画」「食

に関する指導の年間指導計画」の作成と着実な実践に努めます。 

  （う）学校給食の特性を生かした多様な指導法の工夫により、楽しい給食を推進するとともに、好

ましい人間関係の育成に努めます｡また、給食主任や学級担任の役割を明確にし、日常の学校

給食での指導を強化します｡ 

  （え）栄養教諭、学校栄養職員が学校給食の年間指導計画の策定に参画するとともに、担任教諭等

を補佐し、児童生徒に対して集団または個別の指導を行う食に関する指導の積極的な推進を図

ります｡ 

  （お）栄養教諭は域内の栄養教諭未配置校の食育担当者と連携を密にするとともに、組織的な取組

を推進し、必要に応じて食に関する指導についての情報提供やTT授業を行います。 

  （か）学校給食優良学校及び調理場(県教育長表彰・文部科学大臣表彰)の育成に努めます｡ 

  

  ③ 学校・家庭・地域が連携した望ましい食習慣の形成 

  （あ）児童生徒の食生活の実態の把握に努め、必要に応じて個別指導を行うとともに、学校・家庭・

地域が連携して望ましい食習慣を形成するよう努めます｡ 

  （い）給食試食会等への保護者の参加を積極的に進め、学校給食に対する理解を深めるとともに、

正しい食生活の定着に努めます｡ 

  

  ④ 学校給食の食事内容の充実と多様化 

  （あ）献立や調理の工夫により、栄養のバランス確保とおいしい食事の提供に努めます｡ 

  （い）郷土食を取り入れるなど、食事内容を多様化し日本型食生活の推進を図ります｡ 

（う）学校給食における「地産地消」を関係諸機関と連携を図りながら一層推進することにより、

児童生徒に安全で新鮮な食材を提供します。 

  （え）米飯給食の週４回程度の実施に努めます｡ 

  

  ⑤ 学校給食環境の整備と安全・衛生管理の徹底 

  （あ）食事場所(空教室の利用等)や食器具(容器、はし、スプーン、フォーク等)などの食事環境の

整備に努めます｡ 

  （い）調理場の施設及び器具の整備を図るとともに、その安全・衛生管理に努めます｡ 

  （う）学校給食に関する安全・衛生管理に努めます｡ 

  （え）調理従事員の安全・衛生管理に配慮し、安全な食事の提供に努めます｡ 
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  ⑥ 学校給食用物資の安定供給 

     島根県学校給食会の育成・指導に努め、その取り扱う物資につては、良質で低廉なものの安定

供給を進めるとともにその利用の促進を図ります｡ 

     

（２）体力・運動能力の向上 

 交通手段の発達など生活利便性の向上、外遊びやスポーツの機会の減少、生活習慣の乱れなどを

背景として、子どもの体力・運動能力に低下傾向が見られます。 

 このため、子どもが自発的・自主的に運動に取り組むことができる教科体育の充実と改善を図る

とともに、学校教育活動全体を通して、体力つくりを推進し、「１日１時間以上 からだを動かそ

う」をスローガンに子どもが運動をする習慣を身につけるよう努めます。 

 

 （ア）教科体育の充実 

  ① 主な事務事業 

事務事業名 事 業 内 容 予算額（千円）

学校体育指導力向

上事業 

（保健体育課） 

 「島根県教職員研修計画」に基づいた研修や実技研修をとお

して、県内の体育教員の専門的な指導方法や実践的な指導力の

向上を図ります。 

6,742

体力向上推進モデ

ル事業 

（保健体育課） 

「体力向上推進モデル校」を指定し、子どもの体力に資す

る指導法などの研究と実践を行う。 

また、「体力向上推進モデル校」の取り組みを広報する場

として、研究発表会等を開催する。 

900

 

  ② 教科指導の充実 

  （あ）体育については、体力の向上と生涯スポーツに結びつくスポーツ活動を重視する観点から、

保健については、自他の生命を尊重し、生涯にわたって健康で安全な生活を送るための基礎を

養う観点から指導法の改善を図ります｡ 

  （い）小学校ではめあて学習、中学校及び高等学校では課題解決的な学習及び学校や生徒の実態に

応じた選択制授業を積極的に取り入れ、多様な学習形態を用いて一人一人に応じた学習指導の

充実を図ります｡ 

  （う）ねらいに沿った評価規準を設定し、指導計画に位置づけて多様な評価方法を用いて評価活動

を実践し、指導の改善に役立てます。 

 

  ③ 教職員研修の充実 

  （あ）「島根県教職員研修計画」に基づき、各種研修・講座を実施し、体育科・保健体育科経営の

充実と指導力の向上を図ります。 

講座名 開 催 形 態 

体育科経営講座 
隔年開催で全県対象、小・中・高等学校の体育主任；第２研修期

までの該当者と体育主任のうち初任者 

小学校体育科実技講座 

中・高等学校体育実技講座 

小学校・中学校は３年に１回各教育事務所単位 

高校は３年に１回３地区単位に年間１回実施 

中学校体育教員武道研修会 中学校の保健体育科担当教員を対象に悉皆で実施 

  （い）指導主事による訪問指導や各種の研修会を通して、学校における組織的、計画的な研修の促
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進を図ります｡ 

  （う）文部科学省、教員研修センター等主催研修会（子どもの体力向上指導者養成研修等）への派

遣を行います｡ 

 

  ④ 調査研究の推進 

  （あ）島根県保健体育優良学校等を育成するなど、各学校の自主的研究活動を促進します｡ 

（い）小・中学校において「体力向上推進計画」を作成・実践することにより、自校の児童生徒の

体力・運動能力の実態を調査研究し、学校体育活動の指導に資するようにします｡ 

    （う）「体力向上推進モデル事業」により、研究推進モデル校を中心に体力向上政策を推進します。 

 

  ⑤ 学校体育団体等の育成と事業の促進 

  （あ）各学校体育団体（島根県高等学校体育連盟、島根県中学校体育連盟）の育成に努め、各種体

育大会の運営に対して助成し、事業の促進を図ります｡ 

  （い）各学校体育研究団体（島根県学校体育研究連合会、島根県高等学校保健体育研究会）と密接

に連携し、教職員の資質の向上に併せ、健康や体力の保持増進を図ります｡ 

  （う）小・中学校において体力向上プログラム「しまねっ子！元気アップ・プログラム」を展開し、

「しまねっ子！元気アップ・レポート」「しまねっ子！元気アップ・カレンダー」を活用しな

がら児童生徒の体力向上を図ります。 

     また、「しまねっ子！元気アップダンス」や「しまねっ子！元気アップトレーニング」を普

及し、楽しみながら体力の向上ができるようにします。 

 

  ⑥ 保健体育優良学校・功労者の表彰 

  （あ）島根県保健体育優良学校 

     学校体育の発展に顕著な業績をあげた学校を表彰し、学校体育の充実・発展を図るための表

彰制度であり、引き続き優良校の育成・発掘を支援します。 

  （い）全国保健体育優良校 

     島根県保健体育優良学校として表彰を受けた学校の中から島根県学校体育研究連合会が推薦

し、全国審査の結果、保健体育の面で特に優れた成果を上げていると認められた学校が表彰さ

れます。 

  （う）島根県保健体育功労者 

     本県の学校体育の振興と発展に顕著な功績を上げた者を表彰するものです。候補者の推薦は、

島根県学校体育研究会連合会所属の評議員が行い、同会会長が委嘱した審査会で功労者を決定

します｡ 

  （え）全国保健体育功労者 

     各県において保健体育の指導者として顕著な功績を上げていると認められた者が表彰されま

す。 
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 （イ）運動部活動の活性化による競技力の向上 

  ① 主な事務事業 

事務事業名 事 業 内 容 予算額（千円）

運動部活動指導者

育成事業 

（保健体育課） 

  運動部活動指導者の指導力の向上を図るため研修等事業を

行います。 

11,413

学校体育大会支援

事業 

（保健体育課） 

 中体連・高体連が主催する大会を円滑に運営するための大会

運営費の助成事業や中・高等学校の全国大会に出場する選手の

負担軽減を図るため、大会出場経費の助成事業を行います。 

1,650

  

  ② 体育活動の充実 

（あ）新学習指導要領の趣旨に沿い、体育的活動を教育活動の全体計画の中に位置づけ、全教職員

の共通理解に基づき積極的な実践を図ります｡ 

（い）児童生徒の能力や適性に応じた適切な運動部活動（課外活動）が推進されるよう努めます｡ 

  （中・高種目別指導者研修会、運動部活動地域スポーツ指導者派遣事業） 

（う）体育施設・用具の日常的、定期的な安全点検を実施し、事故防止に努めます｡ 

（え）体育活動の開始時及び終了時の健康観察や、活動中における安全確保に努めます。また、児

童生徒一人一人が安全に留意して運動することができる場の確保と態度の育成に努めます｡ 

（お）運動部活動調査（３年毎）を実施し、県内の小・中・高等学校の運動部活動の状況等の把握

に努めます。 

  

   ③ 文部科学省委託事業 

  （あ）「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」に基づく子どもの体力向上支援事業 

   子どもの体力向上を図るため、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果の詳細な分

析を行うとともに各学校において改善に資する具体的方策を提案・実施します。 

（い）「地域スポーツ人材を活用した運動部活動等事業」に基づく調査・研究事業 

運動部活動地域スポーツ指導者派遣に係わる事業の質的向上と学校体育の振興を図ります。 

 

 （ウ）総合型地域スポーツクラブの育成支援 

  ① 主な事務事業 

事務事業名 事 業 内 容 予算額（千円）

広域スポーツセン

ター運営事業 

(保健体育課) 

 地域住民がいつでも気軽に参加できるスポーツクラブの育

成・定着を図るため、学校体育施設などを拠点とし、複数の

種目からなる総合型の地域住民が主体的に運営するスポーツ

クラブを関係団体と協力して育成します。 

 総合型地域スポーツクラブの設立・育成を支援するために

広報・啓発活動、人材育成と研修、設立プロジェクトの支援

を行うとともに、地域のスポーツ活動の支援、スポーツ情報

の提供を行います。 

16,382

（※次ページ「生涯

スポーツ推進事業」

に含まれる）
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※ 生涯スポーツの振興 

 「島根県スポーツ振興計画」に基づき、県民一人ひとりが年齢や体力などに応じたスポーツ・レ

クリエーション活動ができるようなスポーツ環境づくりを推進します。 

 そこで、広く県民がスポーツ・レクリエーション活動を実践したり、体験できる場として、全県

にわたりスポーツ・レクリエーション祭を開催するとともに、スポーツ・レクリエーション活動の

拠点となる県立スポーツ施設の円滑な管理運営を推進します。 

 

 （ア）生涯スポーツの推進 

  ① 主な事務事業 

事務事業名 事 業 内 容 予算額（千円）

生涯スポーツ推進

事業 

(保健体育課) 

 スポーツ指導者の養成研修会のほかスポーツ情報の提供お

よび振興に功績のあった個人・団体の表彰を行います。 

 しまね広域スポーツセンターにおいて、総合型地域スポー

ツクラブの創設・運営支援や地域におけるトップレベル競技

者の育成支援を行います。 

26,335

（※前ページ「広域

スポーツセンター

運営事業」を含む）

県立学校体育施設

開放推進事業 

(保健体育課) 

 近年の生涯スポーツに対する県民意識の高揚に対応すると

ともに、完全学校週５日制に対応した地域に開かれた学校づ

くりを推進するため、「島根県立学校体育施設開放要綱」に

基づき、県立学校の体育施設を地域住民に開放し、県民のス

ポーツ・レクリエーション活動の場を提供します。 

－

スポーツ情報提供

システム整備事業 

(保健体育課) 

 スポーツに関する各種情報（指導者、施設、講習会、研修

会、スポーツイベント等）を収集、整理し、県のホームペー

ジ等を通して、広く県民に提供します。 

－

       

 （イ）スポーツ・レクリエーション祭の開催 

  ① 主な事務事業 

事務事業名 事 業 内 容 予算額（千円）

スポーツ・レクリエ

ーション祭開催事

業 

（保健体育課) 

（あ）島根県スポーツ・レクリエーション祭開催事業 

・目的 

  県民の生涯を通じた健康増進とスポーツ・レクリエーシ

ョン活動の普及・振興に資するように、広く県民にスポー

ツ・レクリエーション活動を広域的な規模で実践する場や

体験する場を提供することにより、県民一人一人のスポー

ツ・レクリエーション活動への参加意欲を喚起します。 

・基本方針 

  ｢松江・隠岐地区」、「出雲地区」、「石見地区」の３ブ

ロックに分け、10月のスポレク月間を中心に年間をとおし

て開催します。 

・期日 平成23年６月～平成23年11月 

・開催種目 

  陸上、テニス、バドミントン、壮年サッカー、ボウリン

7,854
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グ、ソフトバレーボール、ラージボール卓球、男女混合

綱引、女子ソフトボール、バウンドテニス、グラウンド

ゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、インディアカ、フ

ォークダンス、ダイヤゾーン・ボール、オリエンテーリ

ング、サイクリング、ペタンク、スポンジテニス、カロ

ーリング、ゴルフ、スポーツチャンバラ、フライングデ

ィスク、ファミリーバドミントン、ウオークラリー、し

まねキッズチャレンジアウトドアスポーツスクール（カ

ヌー・ゴルフ）、スポーツ交流フェスタ、しまねレクリ

エーションフェスティバル、スポレク広場 

 

（い）全国スポーツ・レクリエーション祭選手派遣事業 

 11 月５日から 11月８日まで栃木県で開催される第 24回

全国スポーツ・レクリエーション祭に、18種目の選手約155

名を派遣します。 

 

 （ウ）スポーツ振興拠点の運営 

 ① 主な事務事業 

事務事業名 事 業 内 容 予算額（千円）

県立体育施設管理

運営事業 

(保健体育課) 

 県立武道館、水泳プール（以上松江市）、体育館、石見武

道館（以上浜田市）、サッカー場（益田市）の管理運営を行

います。 

336,286

 

 

※ 競技スポーツの推進                                                      

 本県選手が全国レベルの競技大会や国際競技大会で活躍することは、県民に夢と希望と活力を与

え、子どもたちの郷土愛を育み、スポーツに対する関心や意欲を高めるとともに、競技人口の拡大

やスポーツの普及・振興を促進し、明るく、豊かで活力に満ちた社会の形成に寄与します。 

    国民体育大会をはじめとする全国規模の大会や、オリンピック等の国際大会において優秀な成績

を収めることができる選手を育成します。 

 

（ア）国体選手の強化 

 ① 主な事務事業 

事務事業名 事 業 内 容 予算額（千円）

国体選手強化事業 

（保健体育課） 

 

国民体育大会で、本県選手に優秀な成績を収めてもらうた

めに、各種の競技力向上活動を実施し、選手の競技力を向上

させます。 

（あ）県外遠征 

指定競技を対象に、県外の強豪チームと実戦を重ねて強

化を図ります。 

58,706
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  （い）強化練習会 

 競技団体ごとに、県内外において強化練習会を実施しま

す。 

（う）広報活動の充実 

 指定競技等の練習会等の情報を報道機関等の協力により

県民に周知します。 

   ７月を「国体選手競技力レベルアップ月間」とし、重点

的な広報を行います。 

（え）競技力調査 

競技力向上に資するように、本県と他県の戦力を分析し

ます。 

（お）医・科学的トレーニングの充実 

選手に対して健康管理、栄養相談、運動能力及び体力測

定を実施し、競技力強化を図ります。 

（か）競技団体連絡会議の開催 

競技団体と意見交換や強化事業の説明会等を行い、事業

の円滑な推進を図ります。 

（き）指定指導者研修 

指定競技等に関わる指導者を対象に、県内研修会を行い

ます。 

（く）競技団体別指導者養成 

県外優秀指導者を招聘し、県内指導者の資質向上を図る

とともに、強化指定選手やチームへの直接指導により競技

水準の向上を図ります。 

 

      

 （イ）国体への選手派遣 

  ① 主な事務事業 

事務事業名 事 業 内 容 予算額（千円）

国民体育大会選手

派遣事業 

（保健体育課） 

 選手強化事業の成果として、高い競技力を有した競技スポ

ーツ者をできるだけ多く本県選手団の一員として国民体育大

会へ派遣します。 

（あ）第66回国民体育大会県予選大会の実施 

陸上競技ほか37競技の予選会（平成23年４月～８月） 

（い）第67回国民体育大会県予選大会の実施 

 スケート・アイスホッケー・スキー競技予選会（平成23

年10月～平成24年１月） 

（う）第66回国民体育大会中国ブロック大会（岡山県内他）

卓球競技ほか33競技の選手派遣 

（え）第 66回国民体育大会及び第67回国民体育大会（冬季）

への選手派遣 

87,067
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 （ウ）ジュニア競技力の強化 

  ① 主な事務事業 

事務事業名 事 業 内 容 予算額（千円）

ジュニア競技力強

化事業 

（保健体育課） 

小学校・中学校・高等学校の全国大会で活躍が見込まれる

ジュニア選手の競技力を向上させるための各種事業を行いま

す。 

（あ）高校生県外遠征 

  ・重点校県外遠征 

   重点校を指定し、県外遠征を実施します。 

（い）小・中学校選手強化事業  

  ・中学生指定競技強化 

 全国大会上位入賞をめざして、県外の有力校に遠征を実

施します。 

   ・長期競技力育成 

 小・中学生を対象に長期的な視点に立ち、継続的に育成

強化を図ります。 

（う）市町村、関係団体との協力・連携 

  県、市町村、県体育協会、競技団体、企業及び学校体育

団体との連携を深め、円滑な事業の推進を図ります。 

（え）競技団体の計画策定 

各競技団体に中・長期計画及び単年度計画を策定するよ

う要請します。また、強化計画について年度毎の反省・評

価及び分析を行い、次年度へ活用し、強化内容の資質向上

を図ります。 

36,509

 

（３）心の教育の推進 

道徳教材の研究開発や指導方法の充実改善を図るとともに、子どもの発達段階に応じて、教育活

動の中で保護者や地域で活躍する人々を講師として招き、子どもが自らのあり方や生き方を考える

道徳教育を推進します。 

また、本県の豊かな自然・歴史・文化を活用し、校外での動植物の観察、山登りや川遊び、地域

の伝統行事への参加、芸術鑑賞などの多様な体験活動を積極的に取り入れることにより、ふるさと

の自然の美しさや神秘さ、生命の尊さ、人々の営みの総体である文化のすばらしさについて理解を

深め、尊重する心を育みます。 

 

 （ア）道徳教育の推進 

 ① 主な事務事業 

事務事業名 事 業 内 容 予算額（千円）

平成 23 年度道徳

教育総合支援事業 

(義務教育課） 

 学習指導要領の趣旨並びに子どもたちや学校、家庭、地域

等の実態を踏まえ、幼・保・小・中学校の教職員が連携・協

働して創意工夫を生かした道徳教育を推進するための実践研

究を行い、その成果の普及を図ります。 

   6,097
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  ② 道徳教育振興施策 

  （あ）小・中学校道徳教育講座の開催 

道徳主任や道徳教育推進教師等を対象に島根県教育センター，島根県教育センター浜田教育セ

ンターを会場にそれぞれ一日ずつ開催するとともに、道徳教育推進の中核的指導者を育成しま

す。 

（い）指導資料の活用 

 「心のノート」や「小学校道徳 読み物資料集」（それぞれ文部科学省）、「きらきらふるま

い みんなにこにこ」、「みんなきらきら ふるまいめいじん」（それぞれ県教育委員会）が

発行した資料の積極的な活用を図ります。 

（う）学校訪問による指導の充実 

（え）道徳教育総合支援事業実践研究推進地域（文部科学省指定事業）の指定 

（お）島根県道徳教育推進協議会の設置・開催（文部科学省委託） 

 県内の道徳教育振興のための諸方策について検討を行い、その内容についての提言をするとと

もに、児童生徒自ら課題に取り組み、共に考え生きようとする道徳教育、地域の人材を活用し

た道徳教育及び体験活動を生かした道徳教育の充実・推進を図ります。 

（か）道徳教育指導者養成研修（中央指導者研修・ブロック別指導者研修）に指導主事，校長，教

頭，教諭等を派遣し，県内の道徳教育推進の向上を図ります。 

 

  ③ 道徳教育指導の重点 

  （あ）全体計画及び年間指導計画の改善を図ります。 

 (ｱ) 各学校の道徳教育目標や指導内容の重点を明確にします｡ 

 (ｲ) 指導の系統性や発展性を十分考慮します｡ 

 (ｳ) 全教育活動における道徳教育を推進し、道徳的実践力の育成を図ります｡ 

  （い）「道徳の時間」の指導方法の改善を図ります。 

 (ｱ) 指導のねらいを明確にし、魅力的な教材の開発と収集及び適切な活用を図ります｡ 

 (ｲ) 学習過程における基本型を理解し、その工夫改善に努めます｡ 

 (ｳ) 一人一人の意見、考えや体験を生かす。そして、価値の追及、把握を図ります｡ 

 (ｴ) 道徳的価値についての児童生徒の内面的自覚を深めます｡ 

 (ｵ) 校長がリーダーシップを発揮し、すべての教員が主体的にかかわるとともに、保護者や地

域の人々の参加や協力を得るなど、全校体制のもと授業が多様に展開できるようにします。 

 (ｶ) 年間にわたって授業時数を 35 単位時間確保し、児童生徒や学校の実態に応じた重点的な

指導方法のあり方について工夫します。 

  （う）学校と家庭、地域社会とのより密接な連携に努め、地域の人材を活用するとともに指導方法

を工夫します。 

  （え）指導計画・指導方法の適正な評価に努めます。 

 

 （イ）自然や文化を愛し、生命を大切にする心の育成 

  ① 主な事務事業 

事務事業名 事 業 内 容 予算額（千円）

豊かな心を育む長

期宿泊体験活動推

進事業 

 児童生徒の豊かな心（感動する心、コミュニケーション力、

自立心、社会性、思いやりの心など）を育て、学級・学年の

集団づくりの基礎となる３泊４日以上の長期宿泊体験活動を

   1,100
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(義務教育課） 推進するためのモデル事業に取り組みます。 

 

※「ふるまい向上プロジェクト」の推進 

  昨年に引き続き、「ふるまい向上プロジェクト」を強力に推進します。これは、未来を切り拓く

子どもたちが将来、社会人として身に付けておくべき規範意識，礼儀、作法、挨拶、しぐさ、モラ

ル、ルール、躾、道徳、倫理観、生活習慣、生活動作、などの「ふるまい」を乳幼児期から身に付

けさせることを目的とした取組です。そして、乳幼児とともに子育てに不安をもつ親を支援するこ

とも目的の一つとしています。福祉部局などと連携を図りながら、乳幼児とその親への取組を強化

するとともに、乳幼児と若い親の手本を示す立場にある全ての世代の人たちが一体となって「ふる

まい」を向上させるための県民運動を推進します。 

① 主な事務事業 

事務事業名 事 業 内 容 予算額（千円） 

ふるまい向上プロジ

ェクト推進事業 

（義務教育課） 

ふるまい向上推進県民運動協議会を設置し、ふる

まい向上のための運動を県民運動として取り組みま

す。 

「ふるまい向上推進県民運動協議会」「広報啓発リ

ーフレット」「ふるまい向上推進フォーラム」など 

9,051

小一プロブレムに対

応する幼稚園から小

学校への生徒指導連

携事業 

（生徒指導推進室） 

小学校低学年での学級崩壊や児童の不安や戸惑い

等の傾向を解消するために、幼児教育を担う教員や

担当者等と小学校低学年の教員が一堂に会して研修

することにより、幼児教育から義務教育段階への円

滑な連携をめざし、児童の発達段階に応じた健全な

育成や支援に取り組みます。 

532

 

乳幼児期からの生活習

慣づくり事業 

（健康づくり推進室)

「乳幼児期からの生活習慣づくり」充実モデル事

業・「子どもの食育・生活習慣づくり」推進フォー

ラム・啓発資料の作成などにより、家庭・学校・地

域が一体となった普及啓発を図ります。 

1,960

(P3 の再掲)

公民館ふるまい向上

プロジェクト 

（社会教育課） 

公民館を中心に地域の特性に合わせた研修会や活

動を推進するため、実施する公民館（20～30 程度）

に助成金を交付します。（島根県公民館連絡協議会

へ委託） 

2,000

(P28 に再掲)

しまね学習支援プロ

グラムの普及・検証・

開発 
（社会教育課） 

 

 

地域における家庭教育支援の気運を醸成すること

を通じて「ふるまい向上プロジェクト」を県民運動

として強力に推進するために、「しまね学習支援プ

ログラム（通称：親学プログラム）」を活用して多

くの県民に学習機会を提供します。 

 (ｱ) 公民館、保育所、幼稚園、小学校等の職員や 

教員への研修活動 

(ｲ) 保護者への意識啓発・研修活動  

(ｳ) 親学ファシリテーターの養成 

(ｴ) 親学ファシリテーターの派遣 

(ｵ) 親学ファシリテーターフォローアップ研修 

(ｶ) 親学プログラム完成版の印刷・配布 

1,800

 (P30 に再掲)

 


